
令和７年度　施行

標準準拠システム移行作業委託（戸籍・戸籍附票）

（ 総 務 課 行 政 経 営 係 ）

公示用

作成日　令和７年５月１日



項　　目 単　価 数　量 単　位 金　額 備　考

データ抽出 1 式

データ移行 1 式

標準準拠システム利用に必要な初期設定 1 式

ガバメントクラウド等上の稼働環境設定 1 式

システム運用テスト 1 式

操作研修 1 式

関連システムとの連携プログラム等の修正 1 式

関連システムの稼働環境への接続設定等 1 式

データ抽出 1 式

データ移行 1 式

標準準拠システム利用に必要な初期設定 1 式

ガバメントクラウド等上の稼働環境設定 1 式

システム運用テスト 1 式

操作研修 1 式

関連システムとの連携プログラム等の修正 1 式

関連システムの稼働環境への接続設定等 1 式

小 計

再 計

消 費 税 10 ％

合 計

標準準拠システム移行作業委託（戸籍・戸籍附票）

戸籍情報システム

戸籍附票システム



別紙 

 

戸籍情報システム・戸籍附票システム 

データ抽出作業仕様書 

 

１．業務内容 

（１）移行データ抽出作業 

事前にクラウド環境を構築するため、クラウド移行前に本番データを収集する。 

また移行不要データを除去する等データ移行の準備作業を行う。 

（２）抽出データ確認作業 

データベースのログ情報やファイル比較による抽出データの整合性確認する。 

また抽出したデータを確認し、必要に応じて修正作業を実施する。 

 

２．作業前提条件 

（１）本作業は甲乙双方同意のもと作業を実施する。 

（２）本作業はクラウド環境構築のためデータ抽出・確認を行うものであり、戸籍・戸籍附票の

記載内容そのものを変更するものではない。 

（３）本作業に抽出したデータの移行作業は含まれない。 

 

（以下余白） 

 

  



別紙 

 

戸籍情報システム・戸籍附票システム 

データ移行作業仕様書 

 

１．業務内容 

（１）データ移行プログラム 

標準仕様書を実現するために必要なデータの修正及びデータ凍結後にデータを抽出し移

行するためのプログラムを導入する。 

（２）要件定義 

データ凍結のタイミング、移行データ、移行後の確認等を定義します。 

（３）コードデータ移行作業 

標準準拠システムへ適合させるためコードデータの修正等を行い、コードデータを全件移

行する。 

（４）イメージデータ移行作業 

標準準拠システムへ適合させるためイメージデータの修正等を行い、データ抽出以降の差

分データを移行する。 

（５）移行データ確認作業 

修正データの確認とデータベースのログ情報やファイル比較による抽出データの整合性

を確認する。 

（６）システム動作検証 

移行データインポート後にシステムを使用した動作検証を行う。 

 

２．作業前提条件 

（１）データクレンジング工程にて検出した不具合に対する修正案について、修正が必要と判断

したものについては甲にて戸籍訂正または附票修正が完了しているものとする。 

 

（以下余白） 

 

  



別紙 

 

戸籍情報システム・戸籍附票システム 

ガバメントクラウド等上の稼働環境設定作業仕様書 

 

１．業務内容 

（１）要件定義 

クラウド環境構築に関するスケジュールの提示、作業内容・役割分担を定義する。 

（２）本番環境設定作業 

OS、ミドルウェア、アプリケーション等標準準拠システムに関する各種設定を本番環境に

適用する。 

（３）検証環境設定作業 

OS、ミドルウェア、アプリケーション等標準準拠システムに関する各種設定を検証環境に

適用する。 

（４）運用管理環境設定作業 

標準準拠システムに対応した監視システム、連携処理等 JOB 管理システムをクラウド環境

に設定する。 

（５）クラウド環境テスト作業 

本番環境・検証環境・運用管理環境に設定したクラウド環境において動作検証を行う。 

（６）ガバメントクラウド接続設定作業 

クラウド環境に構築された標準準拠システムからガバメントクラウドへの接続について

必要となる設定を行う。 

 

２．作業前提条件 

（１）各種設定作業については、事前に１．業務内容（１）要件定義にて定めたスケジュールに

基づき実施する。 

（２）本作業は稼働環境設定にかかる作業を想定しているため、システム運用テスト作業及び外

部システム・独自施策システムとの連携作業及び各システムの検証作業は含まれない。 

 

（以下余白） 

 

  



別紙 

 

戸籍情報システム・戸籍附票システム 

標準準拠システム利用に必要な初期設定作業仕様書 

 

１．業務内容 

（１）要件定義 

標準準拠システムの業務要件、機能要件、実行計画等を提示する。 

また、スケジュール・作業内容・役割分担を定義する。 

（２）利用者権限設定作業 

庁内における操作者単位又は所属グループ単位によるシステムの利用権限を設定する。 

（３）アプリケーションパラメータ設定作業 

要件定義で決定した設定値をアプリケーションへ適用する。 

（４）独自施策システムとの連携設定作業 

標準準拠システム以外のシステムのうち、自治体ごとに条例や予算に基づいて行う独自施

策を実現するためのシステムとの連携で必要となる初期設定（OS、アプリ、ミドルウェア

等）を投入する。 

（５）外部システムとの連携設定作業 

標準準拠システム以外のシステムのうち、外部システム（戸籍情報連携、コンビニ交付連

携等）との連携で必要となる初期設定（OS、アプリ、ミドルウェア等）を投入する。 

（６）システム動作検証 

設定情報を投入後、アプリケーションを介した検証作業を実施する。 

 

２．作業前提条件 

（１）利用者権限設定においては、職員様の権限情報について事前確認を実施する。 

（２）独自施策システム及び外部システムの導入状況については、事前確認を実施する。 

（３）本作業は戸籍情報システム及び戸籍附票システムの連携設定を対象としており、戸籍情報

連携システム等、外部システムの動作については保証しない。 

 

（以下余白） 

 

  



別紙 

 

戸籍情報システム・戸籍附票システム 

システム運用テスト作業仕様書 

 

１．業務内容 

（１）システム運用テスト 

正しく運用できるかチェックリストにもとづくテストを実施する。 

（２）標準化対象システム連携テスト 

テストシナリオに基づき、住民記録システム等、連携対象となるシステムとの通信、運用

テストを実施する。 

（３）独自施策システム連携テスト 

テストシナリオに基づき、標準準拠システム以外のシステムのうち、自治体ごとに条例や

予算に基づいて行う独自施策を実現するためのシステムとの通信、運用テストを実施する。 

（４）外部システム連携テスト 

標準準拠システム以外のシステムのうち、外部システム（戸籍情報連携、コンビニ交付連

携等）との通信、運用テスト実施する。 

 

２．作業前提条件 

（１）独自施策システム及び外部システムの導入状況については、事前確認を実施する。 

（２）本作業において、住民記録システム等、他の標準化対象システム及び外部システムとの連

携テストについては、各システムの運用状況を鑑みてテスト項目を乙が定め、その内容に

準じてテストを行う。またテスト後の他の標準化対象システム及び外部システムの動作に

ついては保証しないこととする。ただし、独自施策システムについては、戸籍情報システ

ム・戸籍附票システムと同一パッケージにて提供する場合はその限りではない。 

 

（以下余白） 

 

  



別紙 

 

戸籍情報システム・戸籍附票システム 

操作研修作業仕様書 

 

１．業務内容 

（１）運用管理者・操作者向けマニュアル作成 

標準準拠システムの機能を反映した研修用テキストを運用管理者・操作者向けに作成する。 

（２）運用変更資料作成 

標準準拠システム移行に際し、既存業務との業務変更点について情報を提供する。 

（３）マニュアル納品 

（１）（２）にて作成したマニュアルを納品する 

 

２．作業前提条件 

（１）本作業はオンラインまたはテキスト配布での作業を予定しており、作業者が庁内に訪問し

操作説明等を行うものではない。 

（２）本作業にて納品する各種資料は戸籍情報システム・戸籍附票システムを対象としており、

他の標準化対象システム及び外部システムは対象外とする。 

（３）資料等、納品物の提供媒体については、乙指定の様式にて提供する。 

 

（以下余白） 

 

  



別紙 

 

戸籍情報システム・戸籍附票システム 

関連システムとの連携プログラム等の修正作業仕様書 

 

１．業務内容 

（１）独自施策システム連携プログラム修正作業 

テスト・実運用を踏まえ、独自施策システムとの連携に必要となる連携プログラムを修正

する。 

（２）外部システム連携プログラム修正作業 

 テスト・実運用を踏まえ、外部システム（戸籍情報連携、コンビニ交付連携等）との連携

に必要となる連携プログラムを修正する。 

 

２．作業前提条件 

（１）本作業は戸籍情報システム・戸籍附票システムを対象とした作業であり、外部システム・

独自施策システムのプログラム修正および動作確認は行わない。ただし、独自施策システ

ムについては別紙「関連システムの稼働環境への接続設定等業務」にて起動確認及び検証

作業を実施する。 

 

（以下余白） 

 

  



別紙 

 

戸籍情報システム・戸籍附票システム 

関連システムの稼働環境への接続設定等作業仕様書 

 

１．業務内容 

（１）独自施策システム環境構築作業 

要件定義で決定した独自施策システムについて、クラウド上に環境構築を行いアプリケー

ションの起動確認を実施する。 

（２）独自施策システム動作確認作業 

独自施策システムの環境構築を行い設定情報投入後、アプリケーションを介した検証作業

を実施する。 

 

２．作業前提条件 

（１）本作業は独自施策システムの接続設定作業を対象としており、戸籍システム・戸籍附票シ

ステムは別紙「ガバメントクラウド等上の稼働環境設定業務」にて実施する。 

 

（以下余白） 

 

 

 


